
行 政 視 察 報 告 書

令和 7 年 12 月 8 日 

会  派  名   無会派  

会派代表者 津田 貴史 

行政視察の結果について、次のとおり報告します。 

年 月 日 令和 7 年 11 月 14 日（金） 

視察時間 午前 10 時 ～ 午前 11 時 35 分 

視 察 先 愛知県 犬山市 

視察項目 荒廃農地等利活用促進事業について 

-1）事業実施の経過・背景

-2）事業概要と効果

-3）今後の課題と対応
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年 月 日 令和 7 年 11 月 14 日（金） 

視察時間 午前 10 時 ～ 午前 11 時 35 分 

視 察 先 愛知県 犬山市 

視察項目 荒廃農地等利活用促進事業について 

■目的

県内では７市町村が荒廃農地の再生等に市町村単独事業として取り組んでおり、耕

作放棄地増大に対し奏功している(農林水産省_荒廃農地の発生防止のための施策)。 

同じ尾張平野で江南市に近接する犬山市では複数の(５種の)助成金で再生面積を拡

大しており、耕作放棄地率県内３位の当市の耕作放棄地対策事業に活かせるよう調査・

研究する。  



■内容

-1）事業実施の経過・背景

●愛知県内の荒廃農地面積(荒廃農地調査 R2)

-2）事業概要と効果

● 荒廃農地の再生費用補助 (R1～)

対象者：再生活動を行い 3 年以上の耕作継続が確実と見込まれる農業者等

補助額：10 アールあたり 5 万円 （重機使用の場合 ６万円）

上限 ：15 万円 （ 重機使用の場合 18 万円）

効果 ：下図_再生面積と補助金累計 

● 新規就農者支援 (R3～)

補助率：２分の１ 上限：３０万円

● 収入保険制度加入支援 (R4～)

補助率：補助対象経費（契約時の保険料及び付加保険料）の２分の１ 上限：１０万円

● 有機農業取組支援 (R5～)

対象者：農業者で組織する団体

補助額：10 アールあたり 2,000 円 ～ 1万4,000 円（取組内容に応じた交付単価）

取組内容：有機農業、カバークロップなど

● 農産物ブランディング支援 (R6～)

補助率：２分の１ 上限：（ ハード整備 ）３０万円 （ ソフト事業 ）１０万円 
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　江南市でも同様の取組を行っているが、以下の３点は犬山市独自の取組である。 

・荒廃農地の再生費用補助

・有機農業取組支援

・農産物ブランディング支援

　また取組内容でも 

・一人でも利用できるメニュー(耕運機の貸し出し)が嬉しい

・メニュー構成(農業講座)が細かい

-3）今後の課題と対応

第 6 次犬山市総合計画の(施策 2-1_農業) に沿って実施中 



■所感

犬山市と江南市では水田と畑の耕作地比率が異なり、施策の重み付けは異なるが 

放棄地対策の取組内容や農業者に対する耕作支援メニューが豊富な点は、当市での

施政へ取り込む価値の高いものがある。新規就農者は出尽くした感があり再生補助は

減少傾向であるが、今後は付加価値の高いブランド農産物耕作支援という新たな観

点でのフレキシブルな施策は、見習うべきである。 

また定年帰農者等に着眼しその促進支援が必要かも・・との当局の思いは、当市の

人口構成を勘案すると犬山市より先んじて実施すべき施策であると思う。 
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